
 

 

 

 

今年小学校に入学される皆さんへ、お祝いをお届けします。 

お申し込みは、このページ上の「岸六ホームページ」QR コードをスマホで開き、画面右上の 

「  」ボタンをタップして表示したメニューの中から「お問い合わせ・イベント申し込み」をタップ 

して開き、 

①お名前の欄に「お申込者とお子様のお名前」 

②ご住所 

③電話番号 

④メールアドレス 

をご記入いただき、「送信内容を確認する」ボタンをタップしてください。 

◎または、組長さんに①②③の内容を書いたものをお届けください。 

締め切りは３月１５日(日)まで。お申込みをいただいたお宅には４月５日(日)午前中にお届け 

いたします。 

 
 
毎週金曜日の朝に回収する「資源ごみの出し方」について、改めて確認をお願いします。 

① 新聞・雑誌類    ヒモで十字にしばってください 

② チラシ・雑がみ    まとめてヒモでしばってください 

③ 包装紙、空き箱、コピー用紙などの名刺よりも大きい紙 

                  紙袋にまとめて入れて、口をヒモでしばってください 

④ 段ボール類    折りたたんでヒモでしばってください。 

 提出物の余白部分には「岸６」と､文字を表記してください 

箱や袋などに入れただけのものは回収できません（飛び散るおそれ） 

回収する担当者の立場に立ってゴミ出しを考えましょう 

ご協力どうぞよろしくお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本年４月１日から、自転車の一定の交通違反に「交通反則通告制度」を導入すること等を内容

とする「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、自転車の交通違反で検挙された後

の手続きが大きく変わります。          

「交通反則通告制度」は、いわゆる「青切符」制度とも言われ、自動車の交通違反の際に広く

行われている違反処理の方法ですが、今までは自転車には導入されていませんでした。 

この制度が今年の４月１日からは、自転車にも導入されることになります。    

これまでは、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切府」等を用いた刑事手続に 

よる処理が行われ、警察による捜査、検察の起訴、裁判による有罪判決から罰金納付の必要

などが起き、いわゆる「前科」がつくこととなります。      

こうした刑事手続きによる処理は、自動車の違反処理に比べて時間的・手続的な負担が大き

いことや、不起訴となり、違反者への責任追及が不十分、との指摘がありました。 

しかし、近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、またその原因として自転車側の 

法令違反の多発から、取締り強化による自転車の交通違反の検挙件数が増加しています。 

これらのことから、自転車に対する交通ルールの遵守強化に向けて「青切符制の導入」と 

なったものです。実効性のある責任追及を図りつつ、違反の実情に即して、自転車の一層の

安全な利用のための指導警告や、青切符、赤切符による処理が行われて行きます。  

今後とも自転車の交通ルールをよく理解し、安全・安心に利用していただくことが必要です。 

 『自転車も車両の仲間。交通ルールをしっかりと守りましょう』    

※ 4月号では、自転車の 【歩道通行について】 を掲載します。 

 

今後の予定 

新旧組長・役員会議 ３月 ７日(土)10：00 岸町公民館第１・２講座室 

役員会議 ４月 ４日(土)10：00 岸町公民館第３講座室 

令和８年度定期総会 ４月２９日(水・祝)13：30 岸町公民館第１・２講座室 
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